
 
 

生活保護法による介護扶助について 

１ はじめに  

 

 平素より生活保護行政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

指定介護機関の皆さまに制度の趣旨や介護扶助に関する事務取扱等に対する理解を深めていただき、生活保護法に

よる介護の給付の更なる適正実施を図るため、制度の概要をまとめました。 

なお、この文書は、生活保護法による「介護扶助運営要領」第８指導及び検査に基づく「一般指導」として配布しま

すので、ご不明な点は生活福祉課に確認するようお願いいたします。 

 

２ 介護扶助とは  

 

介護扶助とは、生活保護法の指定介護機関が、介護または支援が必要な被保護者（生活保護受給者）に対して行った

介護サービスや用具の貸与など直接の行為や物の提供の給付で、原則として、介護保険で受けられるサービスと同等

のものです。 
 

３ 介護扶助と介護保険の適用関係について  

 

要件 

要介護又は要支援の状態にある被保護者 

４０歳以上６５歳未満 

６５歳以上 医療保険未加入者で 

特定疾病該当者 

医療保険加入者で 

特定疾病該当者 

介護保険の 
適用 

介護保険被保険者とならない 
介護保険被保険者となる 

第２号被保険者 第１号被保険者 

要介護認定 生活保護法による要介護認定 介護保険法による要介護認定 

ケアプラン 
生活保護法の指定介護機関に 

作成を委託 
介護保険法に基づき作成 

支給限度額以内のケアプランに限る 

給付割合 
 生活保護法の指定介護機関からの介護サービスに限る 

介護扶助１０割 介護保険９割・介護扶助１割 

障害者施策 
関係 

障害者手帳等を持っている場合は、障

害者施策が介護扶助に優先。 
介護保険・介護扶助優先。ただし、一部サービス（訪問

看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリ、介護予防通所リハビリ）では自

立支援医療（更生医療）が介護扶助に優先。 

 
 
４ 生活保護法指定介護機関の義務について  

 

（１） 指定介護機関は、指定介護機関介護担当規程に従い、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。 
（２） 指定介護機関は、被保護者の介護について、都道府県知事の行う指導に従わなければなりません。 
（３） 指定介護機関が、上記（１）、（２）等に違反したときは、生活保護法の指定を取り消すことがあります。 
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（４） 都道府県知事は、介護サービスの内容及び介護報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定介護機

関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は実地にその設備若しくは介護記録その他の帳簿書

類を検査することができます。 
 

 
 ※平成 26 年 7 月 1 日以降に介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法による指定を受

けたものとみなされます。（これを「みなし指定介護機関」という） 
※生活保護法の改正により、令和 2 年 10 月 1 日以降、みなし指定介護機関に係る指定の効力について、介護保険法

に基づく指定の効力の停止が行われた場合に、連動して生活保護法による指定の効力を停止します。ただし、平

成 26 年 6 月 30 日以前に生活保護法による指定を受けた指定介護機関については、従前のとおり、生活保護法に

おいて指定の効力の停止を行うための届出が必要となります。 
 

 

照会先：豊橋市所在の事業所の場合  
豊橋市役所福祉部生活福祉課 電話：0532-51-2350 

      広域連合区域内で豊橋市以外の市町村に存する事業所の場合  

愛知県福祉局福祉部地域福祉課 生活保護グループ 電話：052-954-6263 
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登録特定行為事業者の登録申請等について 
 

 手続きについて （すべて郵送届出可） 

 

１．新規登録申請（様式第１） 

末日までに受理した申請の登録日は、翌々月１日付けとなります。なお、書類に不

備があると受理することができませんので、日にちに余裕を持って申請してください。 

登録通知書については、登録日の前月末に交付します。 

また、申請に当たっての提出書類については、「登録特定行為事業者登録申請等の提

出書類一覧」をご確認ください。 

なお、申請は事業所ごと、サービスごとに必要となります。 

（例：老人福祉施設と短期生活入所介護でサービスを提供する場合は、申請書は２部

必要です。予防サービスは、申請書を別葉にする必要はありません。） 

 

２．業務追加登録申請（様式第２） 

申請の受付については、新規登録申請と同様の扱いとします。 

 

３．登録事項変更届出（様式第３） 

届出の受付は、次の①から③までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじ

め、④に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、その旨を届け出てください。 

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

②事業所の名称及び所在地 

③喀痰吸引等業務開始の予定年月日 

④その他厚生労働省令で定める事項（従事者名簿の変更等） 

 

４．登録辞退届出（様式第４） 

特定行為業務を行う必要がなくなったときは遅滞なく、その旨を届け出てください。 

 

 Ｗｅｂページのご案内  

 

愛知県高齢福祉課Ｗｅｂページ上で、登録事業者一覧及び様式等を掲載しています。

下記ＵＲＬをご参照ください。 

「介護職員等による喀痰吸引等業務の登録申請等について」 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kakutankyuuin.html 
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介護職員等による喀痰吸引等に係る研修制度の概要 

 

平成２４年４月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び

一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られ

ているなど、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できるようになりました。 

 

実施可能な行為は・・・ 

○ たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行わ

れるもの 

 ☆ 具体的な行為は 

    ⇒ ・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

      ・経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養） 

  ※ 介護職員等が実施できる行為は、受講した研修の課程や実地研修の内容により異なります。 

 

介護職員等がたんの吸引等をできるようになるためには・・・ 

○ 介護福祉士（平成２８年度～） 

資格取得前に介護福祉士養成施設又は実務者研修で医療的ケアのカリキュラム（講義、演習） 

を履修した方 

⇒ 喀痰吸引等の行為に係る実地研修を修了していない場合は、就業後、登録喀痰

吸引等事業者（平成２８年度～）で実地研修を受講 

※ 登録喀痰吸引等事業者とは、自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者で、「社会福

祉士及び介護福祉士法」などの法令で定められた要件を満たしている事業者として、知事の登録を受

けた事業者のことです。事業者の登録に係る窓口は、高齢福祉課又は障害福祉課となります。 

○ 上記以外の介護職員等 

医療的ケアのカリキュラムを履修していない介護福祉士やホームヘルパーなどの介護職員、 

特別支援学校教員等 

 ☆ 介護福祉士の資格取得を目指す方 

⇒ 介護福祉士養成施設又は実務者研修で医療的ケアのカリキュラム（講義、演

習）を履修後、喀痰吸引等の行為に係る実地研修を受講 

 ☆ 介護福祉士の資格取得を目指さない方 

⇒ 登録研修機関で研修（講義、演習、実地研修）を受講 

 

介護職員等が喀痰吸引等研修を受講するためには・・・ 

○ 愛知県では、「社会福祉士及び介護福祉士法」で定められた要件を満たしている事業者

を登録研修機関として登録し、その事業者が実施しています。 

  受講を希望される方は、各登録研修機関へ直接、お申込みください。 

 地域福祉課Ｗｅｂページでの開催案内（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/tan-top.html） 
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喀痰吸引等研修のカリキュラムは・・・ 

○ 研修は、3 種類のカリキュラムがあります。なお、第 1 号研修と第２号研修の基本研

修は同じカリキュラムです。 

 

登録研修機関で研修を修了したら・・・ 

○ 次の１から３の手続きが終了すると、特別養護老人ホーム等の施設や在宅（訪問介護

事業所等から訪問）などにおいて、医師の指示の下、看護師等と連携し、たんの吸引等

を行うことができます。 

１ 研修修了者は、研修機関で発行された修了証明書のほか必要書類を添付し、定められた様式により、愛

知県福祉局福祉部地域福祉課へ「認定特定行為業務従事者認定証」の交付の申請をします（Ｗｅｂページ

に手続きの案内を掲載しています）。 

２ 県において研修を修了していること等を確認した後、「認定特定行為業務従事者認定証」が交付されます。 

３ 認定証を有する介護職員が所属する事業所は、当該介護職員が喀痰吸引を行うために事業所としても登

録の手続き(登録事業者の申請)を行うことが必要です。 

  ⇒申請先：高齢福祉課介護保険指導第二グループ又は障害福祉課事業所指定グループ 

区分 研修内容 基本研修 実地研修 

第
１
号
研
修
・
第
２
号
研
修 

不特定多数の方に対して、 

たんの吸引 

口腔内・鼻腔内・ 

気管カニューレ内部 

及び 

経管栄養 

胃ろう又は腸ろう・ 

経鼻 

を行うための研修 

講義（５０時間） と 演習 

 

演習の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

⑥救急蘇生法 

 

◇演習回数：⑥は 1 回以上、 

他は各 5 回以上 

 

 

 

第２号研修は、次のいずれか必要な行

為の実地研修を受講 

実地研修の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

 

◇回数：①は１０回以上、 

他は各２０回以上 

 

第
３
号
研
修 

特定の方（利用者と介護職員等

とのコミュニケーションなど個

別的な関係性が重視されるケー

スに対応するもので、筋萎縮性

側索硬化症又はこれに類似する

神経・筋疾患、筋ジストロフィ

ー、高位頸髄損傷、遷延性意識

障害、重症心身障害等を患って

いる療養患者の方や障害のある

方 ）に対して、たんの吸引

や経管栄養を行うための研

修 

講義 と 演習 

（９時間） 

 

演習の科目 

喀痰吸引等に関する演習 

特定の者に対する、次のいずれかの必

要な行為のみを受講 

実地研修の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引を行う場合は、演習及び 

実地研修において各所定の回数を別途行う必要があります。 
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介護支援専門員の各種手続きについて 

 ● 各種手続きについて  

具体的な手続きや様式については、県庁高齢福祉課の Web ページでご確認ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-caremanager/caremana-touroku.html 

 

１ 介護支援専門員資格登録簿への登録及び介護支援専門員証の交付について 

介護支援専門員実務研修を修了された方は、介護支援専門員証の交付を受けるため

に、資格の登録をする必要があります。（登録と介護支援専門員証の交付について

は同時に申請可能です。） 

  なお、実務研修修了日から 3 か月を経過すると登録できなくなりますので、注意し

てください。 

 

２ 登録の移転について（登録している都道府県を変更する場合）  

（１）愛知県に登録している方が他の都道府県に登録を移転したい場合 

まずは、登録の移転先となる都道府県に登録移転の可否及び申請に必要な書類

についてご確認ください。 

（２）他の都道府県に登録している方が愛知県に登録を移転したい場合 

愛知県では、介護支援専門員証の有効期間が満了している方については登録受

け入れをしておりません。再研修を修了のうえ、手続きをお願いします。 

 

３ 氏名、住所の変更届について 

登録していただいている氏名、住所に変更があった場合は、速やかに変更の手続き

をしてください。 

 

４ 介護支援専門員が死亡又は欠格事由に該当した場合  

介護保険法第 69 条の 5 の規定により、死亡した場合や心身の故障により介護支援

専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものなど

欠格事由に該当することとなった場合には、所定の者（相続人、法定代理人等）が愛

知県知事（又は届け出義務者の住所地の都道府県知事）に事実があった日から３０日

以内に届け出ることとされています。  

 

５ 介護支援専門員の再交付について 

再交付につきましては、紛失、汚損、破損した場合などが該当します。 
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 ● 介護支援専門員証の更新について  

介護支援専門員証（有効期限：５年）の更新をするためには、各自必要な研修を修

了後、更新申請の手続きを適切に行っていただく必要があります。 

この更新手続きにつきましては、現在、有効期間満了日の半年前から受付を開始し

ておりますが、遅くとも期限が切れる４０日前までに申請を行ってください。（更新研

修等の修了時期の関係で、どうしても無理な方は修了後できる限り速やかに申請して

ください。） 

更新研修を受講されていても更新手続きを失念し期限が切れた場合には再研修の受

講等が必要になり、再交付されるまでの間は、介護支援専門員としての業務ができな

くなります。 

手続きに必要な申請書類は県庁高齢福祉課の Web ページでご確認ください。 

なお、有効期間の終期について個別の案内はしておりませんので、各自で気をつけ

てください。 

 

 ● 欠格事由について  

介護支援専門員には、登録を受けることが出来ない、「欠格事由」が介護保険

法に明記されています。 

申請書にはしっかりと理解された上で記載してください。 

≪参考≫「欠格事由に関する介護保険法の規定」（介護保険法抜粋） 

第６９条の２ 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が

厚生労働省令で定めるところにより行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労

働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定め

るところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚

生労働省令で定めるもの 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者 

三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるもの

の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者 

四 登録の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者  

五 第６９条の３８第３項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第６

９条の６第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 

六 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算し

て５年を経過しない者 
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七 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法第１５条の規定

による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に登録の消除の申請をした者であって、当該登録が消除された日から起算

して５年を経過しないもの 

【注意１】 

 

（国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるもの） 

 児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、

身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、社会福祉法、薬事法、老人福

祉法、理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護

福祉士法、義肢装具士法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、障害者総合支援法、高齢者虐待

の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

 

【注意２】 

 

上記欠格事由の一に該当する方とは、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正

に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方、また、二、

三に該当する方とは、判決の言い渡しがあった後、法定の控訴又は上告の期間を経過して判決

を確定した方をいい、現に公判、控訴又は上告中の方は除かれます。なお、禁錮以上の刑とは、

禁錮、懲役及び死刑をいいます。上記欠格事由の二には執行猶予期間中の方も刑に処せられた

方に含まれますが、刑に処せられることなく執行猶予期間を過ぎた方は含まれません。 

 

 ● 指定研修機関について  

〇愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話 ０５２－２１２－５５１６ 

https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_index.html 

実施：実務研修、更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、再研修 

〇愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 

  https://www.aichi-kaigo.org/study/ 

実施：更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、主任研修、主任更新研修 

〇愛知県シルバーサービス振興会 

電話 ０５２－２２３－６６２１ 

http://aichi-silver.com/training/index.html 

実施：主任研修、主任更新研修 

 

※各研修の詳細につきましては、各研修の実施機関にお問い合わせください。 

-8-

https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_index.html
https://www.aichi-kaigo.org/study/
http://aichi-silver.com/training/index.html


 

 

 

平成２９年４月１日にて介護保険法施行規則が一部改正されたことに伴い、厚

生労働省老健局長からの通知（平成２９年５月１８日付け老発０５１８第６号）

にて、主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間

についての取扱いが示されました。 

内容といたしましては、主任更新研修を修了した場合、原則、介護支援専門員

証の有効期間を主任研修が修了した日の５年後の応当日から起算した５年間を

有効期間として置き換えることとし、両方の有効期間を揃えることとなっていま

す。（ただし、主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間満了日が介護

支援専門員証の有効期間満了日の５年後の応当日より後の場合、揃えることは

できません。） 

なお、対象者からの申し出により、それを行わないこともできます。 

この取扱いにつきましては、県庁高齢福祉課の Web ページに掲載していますの

で、該当する方は、ご確認をお願いします。 

 

● 主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証 

の有効期間についての取扱いについて 
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ケアマネジャーのみなさんへ 

仕事上での悩みや相談を 

なんでもお気軽にご相談ください。 

コーディネーターがサポートします。 

秘密厳守、相談料は無料です。 

 

 

 

 

＜ 相 談 窓 口 ＞ 

 ◇ 相 談 日 時  毎週火曜日・木曜日（祝祭日を除く） 

            午後１時～午後 4 時 45 分 

            コーディネーターが、ケアマネジメント業務全般の相

談に応じます。 

 

◇ 相 談 方 法  電話にて対応致します。 

来訪については、予約の上、対応いたします。 

 

・電話 ０５２－２６５－６４０４  

 

◇ 相 談 場 所  名古屋市中区松原３－７－１５ 光葉ビル 

 一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 

 

 

参 考  

ケケアアママネネ悩悩みみ相相談談ココーーナナーーののごご案案内内  
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介護技術コンテストについて（御案内） 
 

 概要  

 

１．事業目的 

介護職員が日頃の業務で身に付けた介護技術を披露し、評価を受けることで、介護職員

のモチベーションの向上に資するとともに、介護には何が必要か、どのような心得が必要

かを介護従事者や県民に PR し、介護の仕事への理解を深めてもらうことを目的として、介

護技術コンテストを開催します。 

 

２．令和６年度コンテストについて 

1 開催日時 

  2024 年 11 月 24 日（日曜日） 午後 0時 30 分から午後 4 時まで（予定） 

 

2 開催場所 

  名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）7階 メインホール 

（名古屋市千種区吹上 2-6-3） 

 

 3 内容 

書類選考を通過した１０名程度の方に実技を披露していただき、その中からグランプリ、

準グランプリを各１名決定します。 

 

4 応募方法等 

応募資格や応募方法等については、愛知県高齢福祉課 Web ページ及びコンテストの公式

Web ページへ掲載することを予定しております。 

 

３．その他詳細について 

昨年度のコンテストの当日の映像を You Tube で御覧いただけます。 

「あいち介護技術コンテスト２０２３」Web ぺージ 

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/aichikaigogizyutukontesutokaisai.html 
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愛知県介護事業所人材育成認証評価事業 

 

   人材育成や職場環境の改善等の取組が一定レベル以上の事業所を対

象に認定証を交付することで、事業所の意識改革を行い、事業所が従業

員に対する研修等を積極的に行うなど、事業所の人材育成等の取組を一

層推進することを目的とした事業です。 

 

１ 事業内容 

（１）認証事業所の選定 

介護サービス情報公表の調査を実施した事業所で認証評価を希望する事業所を対

象に申請を募り、評価項目を満たしている事業所を、認証事業所として選定します。 

認証事業所は、別紙「認証の評価項目及び認証基準」を全て満たしている必要が

あります。 

なお、詳細については、高齢福祉課の Web ページで公表されている「介護事業所

人材育成認証評価事業における認証基準及び確認（提出）書類」を参照してくださ

い。 

「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」Web ページ 

https://www.pref.aichi.jp//soshiki/korei/aichininsyo.html 

 

（２）認証事業所の決定及び認定証の交付 

認証事業所の決定は県が設置する第三者評価推進会議で意見聴取のうえ行います。 

なお、認証を受けた事業所に対しては、認定証交付式で認定証を交付する予定で

す。 

 

（３）連続認証の認定証の交付 

   ３年、５年、１０年連続して認証を受けた事業所については、通常の認定証に加

えて、連続認証の認定証を交付します。 

   なお、令和５年度は１０件の事業所が３年連続認証、３件の事業所が５年連続認

証となりました。 

 

２ 申請方法 

 令和６年度の申請については、決定次第、高齢福祉課の Web ページでお知らせしま

すので、必要書類や提出先等の詳細については Web ページで御確認ください。 

 なお、対象事業所は、令和６年度介護サービス情報公表調査を任意で申し込んだ事

業所が対象です。（義務調査の対象事業所は、愛知県介護事業所人材育成認証評価事業

の対象外です。） 
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◎ 認証手続き（イメージ） 

 
３ その他 

「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業ロゴマーク」について 

   本事業の普及啓発を図るため、平成３０年５月より、認証事業所及び事業の趣旨

に賛同する企業が名刺やホームページ等で使用することができるロゴマークの運用

を開始しました。使用方法等の詳細につきましては、高齢福祉課介護保険指導第一、

第二グループの Web ページをご覧ください。 

   なお当該ロゴマークはＡＩＣＨＩのイニシャル「Ａ」をモチーフに○を頭に見立て、 

介護従事者が介護し、介護対象者が元気に生活する姿をイメージし、有能な介護従事 

者を育成する事業所を表現したものです。○を頭に見立てて、上部が介護従事者で介 

護対象者を包み込んで、介護対象者が上を見上げ、大きく両腕を広げているイメージ 

です。 

 

（参考）ロゴマークデザイン. 
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(別紙)

評価項目 認証基準（全て必須）

①新規採用者育成計画（ＯＪＴを含む）の策定
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者
を対象とする研修計画がある」をクリアしている

②新規採用者研修（合同、派遣含む）の実施
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者
を対象とする研修の実施記録がある」をクリアしている

③ＯＪＴ指導者に対する研修等の実施
・ＯＪＴ指導者又はプリセプターの設置及び全職員への公表
・ＯＪＴ指導者やプリセプターに対する研修の実施

①資質向上目標及び具体的計画の策定

②資質向上計画に係る研修の実施又は研修機会の確
保

③能力評価の実施又は資格取得のための支援の実施
（受験対策講座の開催、受講料の負担、受験手数料の
負担など）

④人材育成を目的とした意見交換（面談）の実施

⑤給与体系又は給与表の導入及び職員への周知
・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ、Ⅲを満た
している

①休暇取得・労働時間縮減のための取組の実施
（休暇の計画取得促進、リフレッシュ休暇、誕生日休暇
など）

・取組推進のための検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

②出産後復帰に関する取組の実施
（育児休業中のコミュニケーション、職場復帰プログラ
ム、施設内保育所の設置、再雇用制度など）

・取組の実施及び全職員への周知

③育児、介護を両立できる取組の実施
（柔軟な勤務制度、学校行事参加のための特別休暇制
度、女性が働きやすい取り組みなど）

・取組の実施及び全職員への周知

④健康管理に関する取組の実施
（相談体制の整備、夜勤ガイドラインなど）

・健康管理、増進に関する検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

①情報公表調査の任意の受審 ・１年以内の情報公表調査を受審し、一定レベル以上である

②地域との交流
（イベントへの地域住民の招待、実習やインターンシッ
プ受入ガイドラインの作成、ボランティアの受入など）

・情報公表制度における評価項目「地域との連携、交流等を
行っている」に関する３項目のうちいずれかをクリアしている

③関係法令の遵守

･過去５年間指導監査において勧告又は行政処分を受けて
いない
・情報公表制度における評価項目「従業者に対する倫理、法
令等の周知等」に関する２項目のいずれもクリアしている

※「２ キャリアパスと人材育成」の認証基準で、介護職員等処遇改善加算（新加算）Ⅰ～Ⅲ、Ⅴ(1)、Ⅴ(3)、又はⅤ(8)を算

　定されている事業所にあっては、評価項目①から⑤をそれぞれ満たしているとみなします。

４
　
社
会
貢
献
等

愛知県介護事業所人材育成認証評価事業

認証の評価項目及び認証基準

１
　
新
規
採
用
者

の
育
成
体
制

２
　
キ
ャ

リ
ア
パ
ス
と
人
材
育
成

・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱを満たして
いる

３
　
職
場
環
境
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高齢者虐待防止について 

愛知県福祉局高齢福祉課 

 
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）では、

虐待を受けたと思われる高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合、発見者に市町村への

通報を義務づけたほか、高齢者の福祉に業務上及び職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見

に努めることとされています。 
（高齢者虐待の早期発見等） 
第５条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従

事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見

しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 
２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高

齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 
 

高齢者虐待とは、６５歳以上の高齢者に対する、養護者（現に養護する者）及び養介護施設従事

者等による下記の行為です。 
虐待の種類 行為（例） 

身体的虐待 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や外部と接触させないような行為 
（例）平手打ち、殴る・蹴る・身体拘束 など 

介護・世話の 
放棄・放任 

介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境

や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させるような行為 
（例）入浴させない、食事を十分与えない、劣悪な住環境 など 

心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的な苦痛を与

えるような行為 
（例）怒鳴る、ののしる、侮辱をこめて子どものように扱う、無視する など 

性 的 虐 待 本人との間で合意もなく、性的な行為をしたり、強要したりするような行為 
（例）懲罰的に下半身を裸にして放置する など 

経済的虐待 財産や金銭の無断使用や本人が望む金銭の使用を理由なく制限するような行為 
（例）日常生活に必要な金銭を渡さない、財産を無断で売却する など 
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◇認知症と高齢者虐待 

虐待されている高齢者（介護保険認定済）の７割弱

の方は、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の方です。 

 

◇虐待は発見しにくい場合があります。 

虐待をしている養護者本人には、虐待をしている認

識がない場合も多く、また、虐待を受けている高齢者

自身も養護者をかばう、周囲に知られたくないなどの

理由で虐待の事実を訴えにくく、高齢者虐待は発見し

にくい状況にあります。 
 

◇高齢者虐待の早期対応のために 

虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐために、近隣住民の方々、民生委員や自治体などの地

域組織、介護保険サービス事業者など高齢者を取り巻く様々な関係者が、高齢者虐待に対する認識

を深め、虐待の兆候（サイン）に気づき、早期の対応に結びつけることが大切です。 

 
 
◇介護従事者の皆様へ 

日常業務において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに居住地

の市区町村又は地域包括支援センターに相談・通報してください。 

『虐待かどうかの判断』は必要ありません。 

第７条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又

は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

○虐待の通報は、守秘義務より優先します。（高齢者虐待防止法第７条３項） 

○市区町村や地域包括支援センターは、通報者を特定するような情報を漏らしてはならないと法

律で規定されています。（高齢者虐待防止法第８条） 
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【愛知県】令和４年度養護者による虐待の相談・通報者別人数（複数回答）

介護支援専門員・介護保険事業所職員
からの相談・通報は、延べ 758 人で
全体の 31.9％でした。 

相談・通報者 延べ 2,371 人 

自立・自立度Ⅰ

28%

自立度Ⅱ以上
67%

その他 5%

【愛知県】令和４年度 被虐待者
（介護保険認定済）の日常生活自立度
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申込期間 会場 回 日程 時間 申込先 定員

2024/7/1〜
2024/8/15迄

蒲郡商工会議所
コンベンションホール

第1回 9月12日（木）
13:30〜
16:30 60名

第2回 9月13日（⾦）
9:30〜

12:30 60名

第3回 9月13日（⾦）
13:30〜
16:30 60名

申込URL: ht t ps://business.f orm-mailer.jp/f ms/834b8a3d243474

申込期間 会場 回 日程 時間 申込先 定員

2024/8/16〜
2024/9/30迄

稲沢商工会議所
大会議室

第4回 10月31 （木）
13:30〜
16:30 60名

第5回 11月1日（⾦）
9:30〜

12:30 60名

第6回 11月1日（⾦）
13:30〜
16:30 60名

申込URL: ht t ps://business.f orm-mailer.jp/f ms/e905a456244173

申込期間 会場 回 日程 時間 申込先 定員

2024/10/1〜
2024/11/5迄

日赤愛知
災害管理センター棟

第7回 11月28日（木）
9:30〜

12:30 60名

第8回 11月28日（木）
13:30〜
16:30 60名

第9回 11月29日（⾦）
9:30〜

12:30 60名

第10回 11月29日（⾦）
13:30〜
16:30 60名

申込URL: ht t ps://business.f orm-mailer.jp/f ms/7f f 94b21244176

防災リーダー養成研修のご案内
激甚災害から介護施設等を守ろう!!

近年、台⾵・洪⽔等の気象災害や、東日本大震災・熊本地震等の大規模地震など、甚大災害が全国各
地で頻発し、要配慮者を預かる介護施設等の被害も甚大となっています。

本研修においては、県内介護施設等職員が、講義・机上演習にて介護施設等がどのような被害を生じる
かを学び、その対策として何が必要かを考え、激甚災害での各介護施設等の業務を守ることを目的として
います。

また、講義内では過去の激甚災害時の被災体験も共有し、作成済みである各施設のBCPがより現実味、
実効性のあるものに改正できる一助となるようグループディスカッションを中心とした集合研修を開催し
ます。

愛知県委託事業 令和6年度介護施設等防災リーダー養成研修事業

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・詳
細
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い

受 講 料

無 料
（定員各回 先着 名） 60

受講方法

座学：事前オンラ イン講習
集合研修： 時間予定3

対 象 者

高齢者介護施設・事業
所等に勤務する職員

◆ 各会場ごとに締切日を設けておりますが、定員に達し次第受付終了とさせていただきますので何卒ご了承ください。
◆ 申込フォームは各会場によってことなります。
◆ ご受講日の決定は申込期間終了後に、ご⼊⼒いただきましたメールアドレスへご案内をお送りいたします。

対象地区︓三河地区

対象地区︓⻄尾張地区

対象地区︓東尾張・県全域
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✦【事前オンライン講習】 約2.5時間 ※集合研修後も閲覧可能です

1）講義︓愛知県における災害史と医療体制（20分） 
2）講義︓南海トラフ地震と激甚気象災害はいつ来るのか（25分）
3）講義︓介護施設等における災害対応のあり⽅〜初動⾏動〜（20分） 
4）講義︓介護施設等における災害対応のあり⽅〜トリアージ・搬送〜（20分） 
5）講義︓災害時における情報共有システム（20分） 
6）講義︓南海トラフ地震臨時情報と気象災害等における避難情報（20分） 
7）講義︓トピック 令和６年能登半島地震における介護施設の被災と利⽤者搬送について（25分）

✦【集合研修】 約３時間（休憩・挨拶含む）
8）講義・机上演習︓介護施設等における災害対応のあり⽅〜初動⾏動〜（40分） 

（組織体制、職員・⼊所者・施設確認、連絡体制、災害対応⽅針の決定）
施設形態別グループで、各グループ付のファシリテーターによる机上演習 

・各施設の防災マニュアル、BCPに基づく初動対応 
・各施設における役割分担、通信連絡体制
・被災状況の報告 

9）講義・机上演習︓介護施設等における災害対応のあり⽅〜トリアージ・搬送〜（40分）

施設形態別グループで、各グループ付のファシリテーターによる机上演習

・避難者トリアージ
・施設内対応

  10）講義︓事例紹介－過去の激甚災害での介護施設等の被害と対応（40分）

11）講義︓トピック 震災関連死と福祉施設への外部⽀援（20分） 
12）講義︓トピック 能登半島地震における福祉施設への外部⽀援（20分） 
13）総合質疑 （10分）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

◆ 事前オンライン講習はご案内発信時のものであり 時間構成は実際と異なる可能性がございます。
◆ 集合研修時の演習は施設形態ごとにグループ分けをして実施する予定です。
◆ 集合研修の机上演習時には運営側から各テーブルにファシリテーターを配置します。ファシリテーターの一部は過去に

本研修を履修いただいた介護施設等職員の協⼒を得て実施をさせていただくテーブルもございます。
◆ 研修終了時に質疑応答を予定しております。作成されたBCPの実効性や課題点などがある⽅はご質問ください。

令和6年度
防災リーダー養成研修 カリキュラム

問合せ先 愛知医科大学災害医療研究センター
TEL 0561-76-3029

主催者/愛知県 受託者/愛知医科大学
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平成２８年３月２９日  
 
居宅サービス事業所管理者  

  様 
 居宅介護支援事業所管理者     
 

愛 知 県 健 康 福 祉 部 高 齢 福 祉 課 長 
愛知県健康福祉部健康福祉総務課監査指導室長 

 
   サービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホーム等の関連 

居宅サービス事業所等における指導指針について（通知） 
 
 サービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホーム等（以下「高齢者住宅等」

という。）と併設又は隣接し、若しくは同一又は関連の法人が運営する居宅サービス事

業所、居宅介護支援事業所（以下「関連居宅サービス事業所等」という。）において、

高齢者住宅等と一体的な運営を行うことによって、介護保険事業所の指導上、不適切

な事例が実地指導、監査で確認されております。 
つきましては、別添のとおり「サービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホ

ーム等の関連居宅サービス事業所等における指導指針」を定めましたので、同指針に

留意するとともに、本県条例、厚生労働省令等の関係法令に従い、適切に事業を運営

してください。 
なお、今後の実地指導、監査等において、同様の事例を確認し、著しく不適切と認

められた場合は、行政上の措置の対象となることがあります。 
 

担当 介護保険指定・指導グループ 
電話 052-954-6289（ダイヤルイン） 
担当 介護保険事業者指導監査グループ 
電話 052-954-6318（ダイヤルイン） 
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【別添】 

 
サービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホーム等の 

関連居宅サービス事業所等における指導指針 

 
１ 居宅サービス事業所等運営体制 
（１）人員配置、兼務、勤務体制の確保等 
  ① 高齢者住宅等と居宅サービス事業所等は別事業であるため、職員が兼務する

場合には、それぞれの勤務時間について、雇用契約書、辞令、タイムスケジュ

ール表（勤務割シフト表）上等で明確に区分し、事業所ごとの勤務時間がわか

るようにすること。 
② 居宅サービス事業所においては、歴月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時

間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、訪問介護事業所の

サービス提供責任者の配置、通所介護事業所の生活相談員、看護職員及び機能

訓練指導員の配置等を明確にしておくこと。 
③ 常勤専従であるべき訪問介護事業所のサービス提供責任者については、当該

訪問介護事業所に従事する時間に、有料老人ホームに兼務しての夜勤勤務等、

他の事業に従事することは認められないこと。 
④ 高齢者住宅等と別の所在地で形式のみの事業所指定を受け、訪問介護員等が

その事業所に出勤しておらず、訪問介護記録が高齢者住宅等に置かれている等、

指定された事業所での運営実態がないことは認められないこと。 
（２）適切な訪問介護計画、通所介護計画等の作成 
   居宅サービスの提供に当たっては、居宅サービス計画を基に各事業所が作成す

る訪問介護計画や通所介護計画に基づくことが必要であることから、サービスの

提供開始までに、訪問介護事業所ではサービス提供責任者が、通所介護事業所で

は管理者が当該計画を作成する等、一連の手続きを合理的に行うこと。また、サ

ービス内容等を変更する必要がある場合には、その都度、適正な手続きを経て当

該計画を変更すること。 
（３）利用契約、会計、サービスの提供及び記録 
  ① 高齢者住宅等と居宅サービス事業の内容を契約書、重要事項説明書等で明確

に区分し、従業員の業務分担等を明確に定めて従業員にそれぞれのサービス内

容を認識させるなど、運営等に関する基準を遵守させる体制を整えること。 
  ② 居宅サービス事業の利用契約は高齢者住宅等の入居契約とセットになるもの

ではなく、入居契約の中で特定の居宅サービス事業者を使うことを条件にする

ことは不適当であること。またパンフレットや広告等においても同様であるこ

と。 
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  ③ 高齢者住宅等と居宅サービス事業は別事業であるため、それぞれの事業の会

計を区分しなければならないこと。また、高齢者住宅等の利用料等は別に定め

られていること。 
④ 特に訪問介護事業の提供にあたっては、訪問介護計画に基づく具体的な援助

目標及び援助内容に基づき、業務の実施状況を把握して、高齢者住宅等職員で

なく訪問介護員が利用者に対して適切なサービスを提供すること。 
⑤ 居宅サービス事業を提供した際には、実際のサービスの提供の日時、具体的

なサービスの内容、利用者の心身の状況その他の必要な事項を記録すること。 
 
２ 適切な居宅介護支援 
（１）公正中立なサービスの提供 

介護支援専門員は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者

に提供されるサービスが特定の種類や、特定の事業者又は施設に不当に偏ることの

ないよう、公正中立かつ誠実に業務を行うことが義務づけられている（介護保険法

第６９条の３４）（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１条の

２第３項）。 
介護支援専門員等が居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けるに当たって

は、利用者及び家族の希望、当該地域における類似の介護保険サービスの提供され

る体制を勘案した上で、利用者にとって最も適切なサービスを選定しなければなら

ないこと。 
（２）外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築 

介護保険サービスは、利用者本人の選択に基づき、多様な事業者から総合的かつ

効率的に提供されるしくみであることが、介護保険法第２条第３項に規定されてい

る。 
高齢者住宅等の入居契約時に、併設等された事業所、関連居宅サービス事業所等

の特定の事業所を使うことを入居の条件にした利用者の「抱え込み」や、介護の必

要性のない「過剰な介護サービス」を行うことなく、利用者に対し近隣の介護サー

ビス事業所に関する情報提供を行うとともに、利用者による合理的なサービスの選

択と自己決定を阻害してはならないこと。 
（３） 適切な居宅サービス計画の作成 

① 高齢者住宅等入居者に対しても、利用者によるサービスの選択に資するよう、

特定の種類又は特定の事業所に偏ることなく、地域の居宅サービスやインフォ

ーマルサービスなどの情報を利用者に公正中立に提供したうえで、利用者の日

常生活全般を支援する観点から、これらのサービスを適切に位置付けること。 
② 高齢者住宅等入居者について、関連居宅サービス事業所等の介護サービスを

過剰に位置付ける等、不適当な居宅サービス計画の作成をすることがないよう、
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適切なアセスメントにより、利用者にとって真に必要なサービスを位置づけた

居宅サービス計画を作成すること。 
③ 訪問介護、通所介護の他、福祉用具貸与等の居宅サービス事業についても、

特定の法人に集中して位置付けるのではなく、利用者に対する適切な情報提供

を行い、利用者の希望を踏まえたうえで、事業所を選定すること。 
④ 医療系サービスについては、そのサービスの必要性について主治医の意見を

求めた上で、適切に居宅サービス計画に位置付けること。 
 
 
 
【参考】実地指導等で確認した適切と思慮される事例 
 
（人員） 

●従業者はサービス提供責任者を除き有料老人ホームと訪問介護を兼務してい

る。兼務時間も、訪問介護で入る利用者の曜日別時間帯別シフト表がきちんと

できており、事業所ごとの時間区分が明確に管理されていた。 
●サービス提供責任者は訪問介護常勤専従で、訪問介護員は住宅型有料老人ホー

ムとの兼務。無資格者は住宅型有料老人ホーム専従と整理されており、勤務表

も訪問介護と住宅型有料老人ホームのサービスがシフトで分けられており、勤

務表も明確に区別されていた。 
 
（運営） 

●有料老人ホームの基本サービスとして、居室の掃除、洗濯の週所定回数を設定

し、当該回数を超過する場合は、保険外実費か介護保険の生活援助とするか、

利用者・家族、介護支援専門員と協議し、決めている。 
●高齢者向け住宅の入居者の介護支援専門員が特定の居宅介護支援事業所に集

中しておらず、同法人が運営する訪問介護も入っているが、抱え込みの構図に

はなっていない。 
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